
第３４号議案 

一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について 

一宮市教育委員会事務点検評価員の委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議に

付します。 

平成３０年５月２３日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に定める、教育委員会の権限に属す

る事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うにあたり、一宮市教育委員会

事務点検評価員を委嘱するため、本案を提出します。 



１ 一宮市教育委員会事務点検評価員 委嘱候補者 

氏  名 備  考 
新任

再任 

今川
いまがわ

 峰
みね

子
こ

学識経験者 

（岐阜聖徳学園 

大学名誉教授）

再 

三
み

沢
さわ

 建一
けんいち

学識経験者 

（修文大学短期 

大学部教授） 

再 

佐々木
さ さ き

 政司
ま さ し

学識経験者 

（修文大学 

准教授）

再 

２ 委嘱期間 

平成３０年５月２３日から事務点検評価報告書を公表する日まで 



地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長 

 に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職 

 員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価 

 を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しな 

 ければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す 

 る者の知見の活用を図るものとする。 

（事務の委任等）  

第２５条  教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務 

 の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。  

２ （略） 

３ （略） 

４  教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を 

 事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（以下こ 

 の項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）に委任し、又は事務局職員等を 

 して臨時に代理させることができる。 



第３５号議案

一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について

 一宮市学校教育推進会議委員の委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議

に付します。

平成３０年５月２３日

一宮市教育委員会  

教育長 中 野 和 雄 

提案理由

 一宮市における教育のあり方についての提言を受けるため、一宮市学校教育推進

会議設置要綱第３条の規定により、本案を提出します。



 １．一宮市学校教育推進会議委員 委嘱候補者

委 員 氏 名 備  考
新任 

再任 

志
し 

水
みず

廣
ひろし 学識経験者 

(大学名誉教授)
再 

小
こ 

林
ばやし

敬
のり

幸
ゆき 学識経験者 

(大学准教授)
再 

深谷
ふ か や

圭
けい

助
すけ 学識経験者 

(大学教授)
再

石原
いしはら

幹雄
み き お 教育関係者 

（一宮市小中学校長会長）
新 

土川
つちかわ

正夫
ま さ お その他教育委員会が認めた者 

（前一宮市ＰＴＡ連絡協議会会長）
新

淺
あさ

岡
おか

美和
み わ その他教育委員会が認めた者 

（元一宮市ＰＴＡ連絡協議会母親代表会長）
再

鈴木
す ず き

洋志
ひ ろ し その他教育委員会が認めた者 

(元一宮青年会議所理事長)
再

関
せき

口
ぐち

恵
けい

子
こ 教育関係者 

(一宮市主席スクールカウンセラー)
再 

神
かん

田
だ 

和
かず

彦
ひこ 教育関係者 

(スクールソーシャルワーカー)
再 

川口
かわぐち

慎
しん

太
た その他教育委員会が認めた者 

(前一宮市新成人代表)
新

秋山史奈
あきやまふみな その他教育委員会が認めた者 

(元一宮市新成人代表)
再

熊沢
くまざわ

裕司
ひ ろ し

一宮市総合政策部長 再 

伊藤
い と う

祐
ひろ

幸
ゆき

一宮市こども部長 新 

２．委嘱期間 

   平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日





第３６号議案  

一宮市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱について 

一宮市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱について、別紙案を

添えて教育委員会の審議に付します。 

平成３０年５月２３日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

   提案理由 

一宮市教育委員会指定管理者選定委員会委員を委嘱するため、一宮市

教育委員会指定管理者選定委員会設置要綱第３条の規定により本案を

提出します。 



１．一宮市教育委員会指定管理者選定委員会委員　委嘱候補者

（地域文化広場）

氏　　名 備　考
新任
再任

なか　の　  かず 　お

中　野　和　雄
　一宮市教育長 再

たき　 　 　かず なが

滝　　　和　良
　一宮市図書館長 再

い　 とう　　 　てつ

伊　藤　　　哲
　公認会計士 再

う つ き　　　やすし

宇都木　　　寧
　弁護士 再

にし むら   し   ま

西　村　志　磨
　修文大学
　短期大学部准教授

再

（体育館施設等）

氏　　名 備　考
新任
再任

の　　だ　しん　ご

野　田　眞　吾
　一宮市
　教育文化部長

再

みなもと　　ようじ

皆　元　洋　司
　一宮市
　教育文化部次長

新

うす  い 　たか よし

臼　井　孝　嘉 　公認会計士 再

たか　ぎ　みち ひさ

髙　木　道　久
　弁護士 再

きく　ち　ひで　お

菊　池　秀　夫
　中京大学スポーツ
　科学部教授

再

２．委嘱期間

　　平成３０年５月２４日～指定管理者の指定を行うまで



一宮市教育委員会指定管理者選定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 一宮市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が所管する公の施設

の指定管理者制度に係る候補者（以下「候補者」という。）の選定及び適正な

管理運営の履行の確保に関し必要な事項を審査するため、一宮市教育委員会

指定管理者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、公の施設について、指定管理者制度を適用させようとする

場合、候補者を選定するため必要な事項を審査するものとする。 

２ 委員会は、指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処

理について審査を行うものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が選任する委員５名を

もって組織する。 

(１) 副市長 

(２) 教育長 

(３) 教育文化部長 

(４) 次長相当職の市の職員 

(５) 公認会計士 

(６) 学識経験者 

２ 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。 

３ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名す

る委員がその職務を代理する。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、公の施設のうち、指定管理者制度を導入する施設の指

定を行うまでの期間とする。ただし、教育委員会は、委員の同意を得て、こ

れを延長し、又は短縮することができる。 

２ 委員が辞任し、又は欠けたときは、速やかにこれを補充するものとする。

この場合における任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第５条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させる

ことができる。 

４ 委員会は、公開しないものとする。 

（委員の責務） 

第６条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。 

２ 委員は、直接又は間接を問わず、申請団体による申請に関与してはならな



い。また、委員が当該申請に関与したことが判明したときは、委員会は、委

員が関与した団体を選考対象外とする。 

３ 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、 

教育委員会及び委員会が公表した情報については、この限りでない。 

（選定基準） 

第７条 委員会は、候補者を選定する場合には、次に掲げる選定基準について

特に意を用い、かつ、総合的に判断しなければならない。 

 (１) 施設設置の目的が達成できること。 

 (２) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。 

 (３) 事業計画書の内容が、当該事業計画に係る公の施設の効用を最大限に発

揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。 

 (４) 事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の

経営の規模及び能力を有すること。 

 (５) 市民の声が反映される管理が行われること。 

 (６) 安全管理の状況 

 (７) 労働福祉の状況 

 （選定結果の公表等） 

第８条 委員会における選定の経過及び結果は、教育委員会が指定管理者を選

定した後、公表する。ただし、委員会は、選定の過程及び結果について、公

表することが必要であると判断したときは、公表する事項、時期などを決定

し、公表することができる。 

２ 委員会は、候補者の選定過程に係る公正性及び透明性を確保するため、委

員会の議事録を整備するものとする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、教育文化部教育指定管理課が処理する。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成１７年１０月３日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成１9年５月１１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成20年６月19日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成22年 5月 26日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。 



第３７号議案 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の

審議に付します。 

平成３０年５月２３日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

一宮市小中学校ＰＴＡ連絡協議会母親代表会役員改選のため、社会教育法第

１５条の規定により、本案を提出します。 



１．一宮市社会教育委員 解嘱該当者 

（解嘱日：平成３０年５月３１日） 

氏  名 備  考 

赤尾
あ か お

 なな 
一宮市小中学校 PTA 連絡協議会

母親代表会役員退任のため 

２．一宮市社会教育委員 委嘱候補者 

氏  名 備  考 
新任 
再任 

長谷川
は せ が わ

 淳子
じゅんこ

一宮市小中学校 PTA

連絡協議会母親代表

会役員就任のため

新 

３．委嘱期間 

  平成３０年６月１日から平成３２年３月３１日 

＊一宮市社会教育委員の定数等に関する条例第４条の規定に基づく前任者

の残任期間 





（順不同・敬称略）

備  考

則 竹 安 郎 学 識 経 験 者

今 川 峰 子 〃

益 川 浩 一 〃

小 河 元 男 〃

大島 美智子 〃

小 川 典 子 〃

馬 渕 博 〃

小 澤 厚 義 一宮市小中学校長会

杉 本 智 一宮市公民館長連絡協議会

尾 関 勝 子 一宮市地域女性団体連絡会

不 破 皓 一宮市芸術文化協会

大 竹 幹 雄 一宮市体育協会

光 樂 朋 尚 一宮青年会議所

長谷川 淳子
一宮市小中学校PTA
連絡協議会母親代表会

新

若林 眞由美 子育てネットワーカー

H30.6.1現在

平成30年度
一  宮  市  社  会  教  育  委  員  名  簿

氏　　名 所属団体等



第３９号議案

一宮市教育委員会後援名義の使用について

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました

ので、教育委員会の審議に付します。

平成３０年５月２３日

一宮市教育委員会      

教育長 中 野 和 雄 

第３８号議案



一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業









一宮市教育委員会後援名義使用許可申請 
                      （生涯学習課）

- 1 - 

受

付 

番

号

申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料 
許可 

基準

９ 

「生」教育助産師グル

ープOHANA 

男児の保護者向け

講座 

いのちの授業 

特別版 
助産師の視点から思

春期における「生」と 

６月8日（金） 

一宮市市民活動 

有料 

1,000円 （６） 

代表 

坂井
さかい

 桃子
ももこ

助産師から女の子

の保護者に伝える 

いのちの授業 

特別版 

「性」、いのちの大切さ

を伝える講義 

７月１２日（木） 

支援センター （市外の

方は

1,500円） 

１０ 

西尾張家庭教育研究

所 子育てほっとステ

ーション 

所長 

前田
まえだ

 亜友子
あ ゆ こ

家庭教育講演会 

「『自己肯定感の育み

方』～わが子は自分

の良いところを言えま

すか？～」をテーマ

にした講演会 

７月２２日（日） 
アイプラザ 

一宮 
無料 （６） 

１１ 

一宮音楽家協会 

会長 

久野
く の

 以
い

早夫
さ お

第３６回 

一宮音楽家協会 

サロンコンサート 

歌とピアノ等の演奏会 ６月３日（日） 
一宮スポーツ

文化センター
無料 

（３） 

（６） 

１２ 

一宮北モラロジー事

務所 

代表世話人 

山口
やまぐち

 文一
ぶんいち

ニューモラル講演

会 

公益財団法人モラロジ

ー研究所の生涯学習

講師による講演会 

６月２３日（土） 尾関公民館 
有料 

200円 
（６） 

１３ 

木曽川文化創造ワー

クショップ 

代表 

長谷川
はせがわ

 一
かず

貴
たか

第６８回きそがわ

ふれあいコンサー

ト 

マリンバとピアノによ

るコンサート 
１０月２８日（日） 

木曽川 

文化会館 

有料 

1,000円 
（６） 

１４ 

尾西信用金庫 

業務推進部部長 

岡島
おかじま

 啓一
けいいち

すぎもと和の世界

展 
絵画個展 

８月２１日（火）

～ 

８月２９日（水） 

尾西信用金庫 

事務センター

1階ギャラリー 

無料 （６） 
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受

付 

番

号

申請者 事業名 内容 実施日 開催場所 参加料 
許可 

基準

１５ 

愛知県立起工業高等

学校 

校長 

佐橋
さはし

 庸
つね

寿
とし

平成３０年度 

第５１回デザイン

展 

デザイン科の生徒が

学習の成果を披露す

る展覧会 

平成３１年 

１月１１日（金） 

～ 

１月１４日（月・祝）

三岸節子 

記念美術館 
無料 

（２）

（６） 

１６ 

尾西おやこ劇場 

運営委員長 

恒川
つねかわ

 香奈子
か な こ

人形劇の鑑賞と 

おやこあそび 

人形劇団京芸による人

形劇「おもしろげきじょ

う」と事前あそび会 

７月２９日（日） 

８月１９日（日） 

９月１日（土） 

三条緑地公園

（7/29,8/19）

尾西グリーン

プラザ（9/1）

無料

(7/29,8/19)

有料 

1,000円

（9/1）

（６） 

１７ 

ＮＰＯ法人 日本ＦＰ

協会 愛知支部 

支部長 

高木
たかぎ

 浩
ひろし

ミニＦＰフォーラム 

ｉｎ一宮 

「ライフプラン」「相続と

贈与」等をテーマとし

た講演会と無料体験相

談会 

８月２６日（日） 
アイプラザ 

一宮 
無料 

（４）

（６） 

１８ 

社会福祉法人 

樫の木福祉会 

かしの木の里 

施設長 

野崎
のざき

 貴
たか

詞
し

第１８回 かしの木

の里 絵画展覧会 

そうぞうのとびら展 

かしの木の里 入所利

用者の絵画展覧会 

６月１３日（水） 

～ 

６月１７日（日）

三岸節子 

記念美術館
無料 

（４） 

（６） 








